
人権問題を考える

日本国憲法と基本的人権
～ 5月3日は憲法記念日 ～

問生涯学習課人権・同和教育係　☎ 0943-32-0093

日
本
国
憲
法
制
定
の
背
景

　
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
第
二

次
世
界
大
戦
の
経
験
を
生
か
し
、

平
和
な
国
を
目
指
す
べ
く
、
昭
和

22
年
5
月
3
日
に
日
本
国
憲
法
が

施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
記
念

し
て
、
祝
日
法
︵
昭
和
23
年
に
公

布
・
施
行
︶
で
制
定
さ
れ
た
祝
日

が
「
憲
法
記
念
日
」
で
す
。

日
本
国
憲
法
の
三
原
則

﹁
国
民
主
権
﹂

国
の
政
治
の
あ
り
方
を
決
め
る
の

は
国
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

﹁
基
本
的
人
権
の
尊
重
﹂

誰
も
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
有
す
る

人
間
ら
し
く
生
き
る
権
利
。

﹁
平
和
主
義
﹂

平
和
な
暮
ら
し
を
希
求
す
る
た
め
、

ほ
か
の
国
と
戦
争
し
な
い
と
い
う

こ
と
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
横
行
す
る

人
権
侵
害

　
憲
法
14
条
は「
法
の
下
の
平
等
」

に
つ
い
て
記
し
て
お
り
、
基
本
的

人
権
の
一
つ
で
あ
る
「
平
等
権
」

を
保
証
し
て
い
ま
す
。

　
憲
法
施
行
か
ら
77
年
が
経
っ
た

現
在
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及

で
気
軽
に
情
報
を
入
手
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
が
、
誹
謗
中
傷

な
ど
の
悪
意
の
あ
る
書
き
込
み
に

よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の

人
権
被
害
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
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人
権
を
守
る
た
め
の
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
事
業

　
広
川
町
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
で
横
行
す
る
人
権
侵
害
を
食

い
止
め
る
べ
く
、昨
年
度
か
ら「
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

お
け
る
掲
示
板
や
交
流
サ
イ
ト
な

ど
へ
の
悪
質
な
書
き
込
み
を
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
︵
監
視
︶
す
る
こ
と
で
、

人
権
啓
発
と
差
別
的
書
き
込
み
の

早
期
発
見
・
拡
散
防
止
な
ど
に
つ

な
げ
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

私
た
ち
に
で
き
る
こ
と

　
差
別
を
助
長
す
る
書
き
込
み
や

い
じ
め
、
暴
力
な
ど
に
関
す
る
サ

イ
ト
を
見
つ
け
た
と
き
は
、
サ
イ

ト
の
管
理
者
に
対
し
て
「
削
除
要

請
」
で
き
ま
す
。
悪
質
な
内
容
か

つ
人
権
侵
害
が
明
白
で
あ
る
場
合

は
、
町
や
法
務
局
、
警
察
な
ど
の

公
的
機
関
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　
差
別
の
な
い
社
会
を
つ
く
る
た

め
に
は
、
一
人
ひ
と
り
が
考
え
て

行
動
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

日本国憲法



第
5
次
総
合
計
画

●
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念

「
職
・
住
・
育
プ
ラ
ス
遊
」
~
未
来

に
希
望
が
広
が
る
ま
ち
づ
く
り
~

●
広
川
町
が
め
ざ
す
将
来
像

「
世
代
を
超
え
て
住
み
心
地
の
良
い
、

温
も
り
と
笑
顔
あ
ふ
れ
る
ま
ち
」

●
将
来
像
を
実
現
す
る
た
め
の

分
野
別
基
本
方
針

①
暮
ら
し

　
②
保
健
・
医
療
・
福

祉
　
③
産
業
・
地
域
経
済

　
④

　

環
境
保
全

　
⑤
教
育
文
化

　
⑥

　

交
流

　
⑦
住
民
協
働
・
財
政
運
営

広
川
町
総
合
教
育
会
議

2
月
21
日
、
広
川
町
総
合
教
育

会
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
町
長
と

教
育
委
員
会
で
協
議
・
調
整
し
、

「
教
育
」「
文
化
の
振
興
」
を
町
政

の
主
要
課
題
の
ひ
と
つ
に
位
置
づ
 

け
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
施
策
を
進

め
て
い
き
ま
す
。

　
教
育
の
主
要
施
策
の
体
系
は
、

下
の
図
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

問子ども課学校教育係　☎0943-32-1194

学校教育
第5次総合計画における
「教育に関する施策」
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主要施策①主要施策①
確かな学力の向上

主要施策⑩主要施策⑩
子どもの安全確保子どもの安全確保

主要施策⑨主要施策⑨
学校教育施設・設備学校教育施設・設備
・機器の整備・充実

主要施策⑧主要施策⑧
教職員の指導力・教職員の指導力・

学校の組織力の向上学校の組織力の向上

主要施策⑦主要施策⑦
教育ニーズへの対応教育ニーズへの対応

主要施策⑥主要施策⑥
学校・家庭・地域の学校・家庭・地域の

連携強化

主要施策⑤主要施策⑤
特別支援教育の推進特別支援教育の推進

主要施策②主要施策②
豊かな人間性の育成

主要施策④主要施策④
いじめ・不登校の対応

主要施策③主要施策③
健康・体力の向上健康・体力の向上

連携強化連携強化
学校教育

10の主要施策

▲第5次総合計画
これからの町づくり
の指針となるもの。
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①危険住宅の移転①危険住宅の移転

　R6 度から、新たに「省エネ改修工事」を導入
しました。
　耐震化を促進するため、居住用の住宅の所有
者が、住宅の性能向上改修工事（耐震改修と省
エネ改修を併せて行う工事）や建替えなどに伴
う除却工事を行う場合に、経費の一部を補助し
ます。

②木造住宅の耐震改修②木造住宅の耐震改修

　町内で使われず、周辺の住環境に影響を及ぼ
す家屋の除却を促進するため、木造・軽量鉄骨
造りの建築物の除却費用の一部を補助します。

▼補助額
申請者立ち会いのもと老朽度の調査を行い、対
象となった家屋�➡�経費の 50% で最大 50 万円

③老朽化した空き家の解体③老朽化した空き家の解体

　自然災害や老朽化に伴うブロック塀などの倒
壊による被害を防ぎ、避難経路を確保するため、
道路に面した高さが 1 メートル以上のブロック
塀などの撤去費用の一部を補助します。

▼補助額
ブロック塀などをすべて、または一部撤去する
工事（一部撤去の場合は別途要件あり）�
➡�経費の 3 分の 2 で最大 16 万円

④危険ブロック塀などの撤去④危険ブロック塀などの撤去

問建設課都市計画係　☎0943-32-1157

※�すべて事前協議が必要です。詳細はお問い合わせください。

※�②～④の補助金の詳細は、ホームページをご覧ください。

住宅に関する費用を補助します

R6 度
新規事業

　土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）など
のがけ崩れの危険がある区域（がけ地近接等危
険区域）や福岡県建築基準法施行条例第 5 条に
より建築が制限される範囲内にある居住中の住
宅を除去し、安全な土地へ新築（購入含む）す
る人の移転費用を補助します。

※�申請年度内に事業が完了するものが対象とな
ります。余裕を持って計画的に事業が進めら
れるよう、早めにご相談ください。

▼補助額
【危険住宅の除去】
危険住宅の撤去費・動産移転費・仮住居費など
➡ 1 戸当たり最大 97 万 5 千円
【代替住宅の建設など】
危険住宅に代わる住宅の建設や購入（土地の取
得を含む）、改修の資金を金融機関などから借り
入れた場合の利子相当額
➡ 1 戸当たり最大 421 万円（建物 325 万円、土
地 96 万円）借入利率年 8.5% を限度

▼補助額
【性能向上改修工事】
●耐震改修工事（柱の補強、屋根の軽量化など）
　➡�経費の 50% で最大 90 万円
●��省エネ改修工事（窓・外壁・天井の断熱性能

向上、節水型トイレ設置など）
　➡�経費の 25% で最大 25 万円
【建替えに伴う除却工事】
●解体、撤去工事�➡�経費の 50%で最大 90 万円

② ③ ④




